
小腸移植に医療保険適用を求める意見書

小腸移植は、小腸の消化や吸収不全などのため、栄養、水分、電解質などを経静

脈的に補給しなければ生命を維持することができない小腸不全の患者を対象に行わ

れる。

腸捻転や腸閉鎖、壊死性腸炎、クローン病などの短腸症候群や、ヒルシュスプル

ング病類縁疾患などの不可逆性小腸機能不全の疾患について、基本的な治療手段で

ある中心静脈栄養法ができない状態となった場合、この小腸移植の適応となる。

心臓や肺、肝臓、膵臓などの臓器移植については医療保険が適用されており、移

植手術により多くの患者が生を得ているが、小腸移植手術は、脳死、生体のいずれ

においても医療保険の適用がなく、従って必要となる多額の費用は全て自己負担と

されている。さらに小腸移植は、経験のある医療機関が全国的に少ないこともあっ

て、患者や家族にかかる精神的、経済的な負担や苦労は大変大きなものとなってい

る。

よって、国においては、小腸移植における患者負担の軽減を図るため、早期に医

療保険を適用されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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